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介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
年金からの差引き

　　　　　　　　　　　■問介護保険料………………本所長寿介護課☎内線183または各地域庁舎市民福祉課へ
　　　　　　　　　　　　国民健康保険税…………本所課税課☎内線205
　　　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険料…本所国保年金課☎内線126または各地域庁舎市民福祉課へ

‐４月以降に受給する年金からの仮徴収（差引き）が始まります‐
　次に該当する方は、４月に平成28年度保険料（税）の仮徴収
が始まります。今回お送りする通知書に記載されている保険料
（税）額は、平成27年度の状況を基に計算した仮の保険料（税）
額です。確定保険料（税）額については７月に改めてお知らせ
します。また、６月以降に新たに年金からの差引きが始まる方
については、年金受給前にお知らせします。

※現在、既に年金から差し引かれ 
　ている方は…
　仮徴収額決定の通知書は送付しませんが、
引き続き、仮徴収として、原則２月に差し
引かれた額と同額を４月・６月・８月に支
給される年金から差し引きます。

■４月に新たに仮徴収が始まる方
《介護保険料》

65歳以上の方

　昭和25年４月３日～10月２
日生まれで、新たに年金からの
差引きの対象となった方
→４月上旬に仮徴収額決定通知
書をお送りします

《国民健康保険税》

65歳以上75歳未満の方

　世帯主が昭和25年４月３日
～10月２日生まれで、新たに
年金からの差引きの対象世帯と
なった方
→２月中旬に仮徴収額決定通知
書をお送りしています

《後期高齢者医療保険料》

原則75歳以上の方

　平成27年６月１日～10月２
日に後期高齢者医療制度に加入
し、新たに年金からの差引きの
対象となった方
→４月上旬に仮徴収額決定通知
書をお送りします

条件 介護 国保 後期
①差引きの対象となる年金の額が年額18万円以上である ①と②の両方

に該当する方

①～⑤の全て
に該当する方

①～③の全て
に該当する方

②差引きの対象となる年金が借入れ等の担保になっていない
③国民健康保険税または後期高齢者医療保険料のどちらかと、介護保険
　料を足した額が、年金額の半分よりも少ない
④世帯主が国民健康保険の被保険者である
⑤世帯内の国民健康保険被保険者の方全員が65歳以上75歳未満である

■年金からの差引きの対象となる方

介護保険料・国民健康保険税（生年月日） 後期高齢者医療保険料
（後期高齢者医療制度に加入した日）

年金からの差引
きが始まる時期

昭和25年４月３日～10月２日生まれ 平成27年６月１日～10月２日

➡
平成28年４月

昭和25年10月３日～12月２日生まれ 平成27年10月３日～12月２日 〃　６月
昭和25年12月３日～昭和26年２月２日生まれ 平成27年12月３日～平成28年２月２日 〃　８月

■年金からの差引きが始まる時期

　国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、年金
からの差引きから「口座振替」による支払いに変更
することができます。希望する方はお問い合わせく

ださい。介護保険料は、年金からの差引きになった
場合は、他の支払い方法に変更することができませ
んのでご了承ください。
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健
康

平
成
28
年
度
の
特
定
健
診
・
特
定 

保
健
指
導
が
始
ま
り
ま
す

▼
特
定
健
診　

来
年
３
月
末
ま
で
に
40
歳
以

上
と
な
る
市
国
民
健
康
保
険（
市
国
保
）及
び

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者
へ
受
診
券

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
か
か
り
つ

け
医
で
の
受
診
を
希
望
し
た
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
加
入
者
に
は
５
月
末
に
送
付
し
ま
す
。

　

受
診
す
る
際
は
受
診
券
と
保
険
証
が
必
要

で
す
。
別
途
質
問
票
や
人
間
ド
ッ
ク
受
診
券

が
送
付
さ
れ
て
い
る
方
は
併
せ
て
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
か
か
り
つ
け
医
で
受
診
す
る
場
合

の
期
間
は
６
月
～
９
月
で
す
。
５
月
１
日
以

降
に
市
国
保
に
加
入
す
る
方
で
、
特
定
健
診

を
希
望
す
る
場
合
は
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

▼
特
定
保
健
指
導　

市
国
保
加
入
者
で
特
定

健
診
の
結
果
、
生
活
習
慣
の
改
善
等
の
必
要

が
あ
る
方
に
対
し
、
健
診
実
施
機
関
ま
た
は

本
市
か
ら
特
定
保
健
指
導
の
案
内
を
送
付
し

ま
す
。
保
健
師
や
管
理
栄
養
士
が
専
門
的
に

適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。
自
己
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん

▼
共
通　

■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内

線
３
６
６
、
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２

５
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

妊
婦
健
診
へ
の
助
成　
　
　
　
　

超
音
波
検
査
も
対
象
と
な
り
ま
す

　

こ
れ
ま
で
の
妊
婦
健
康
診
査
の
項
目
に
加

え
、
超
音
波
検
査
（
上
限
4
回
）
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

紹介状なしで特定機能病院等を受診した際は

定額負担が必要です
健康保険

■問本所国保年金課☎内線178

　高度医療を提供する特定機能病院や、一般病床500床以上の地
域医療支援病院を、紹介状なしで受診した場合の定額負担が、４
月に義務化されます。
■負担額　初診…5,000円（歯科3,000円）以上　再診…2,500円
　（歯科1,500円）以上
■他病院によって定額負担の導入時期が異なります。荘内病院の
　導入時期は、決まり次第お知らせします

問診の内容が一部変更されます
健　診

■問高齢者交流センター☎29‐4180

　介護保険制度改正に伴い、これまで
65歳以上の方を対象に行っていた、特
定健診や人間ドック、個別健診での「介
護予防のための健康チェック票」による
問診を今年度は実施しません。また、介
護保険被保険者証の提示も必要ありませ
ん。　

病児保育の利用対象を小学 6年生まで拡大します
子育て

■問本所子育て推進課☎内線180または三井病院☎22‐3290へ

　病児保育は、病気やその回復期の子供を保護者が仕
事や冠婚葬祭等の理由によって、家庭で見ることがで
きない場合に、看護師・保育士がいる施設で一時的に
お預かりするものです。これまで、利用対象は小学３
年生までとしていましたが、4月に６年生まで拡大し
ます。4年生以上の児童が利用する場合は、改めて登
録が必要です。詳しくはお問い合わせください。

■実施施設　同院内カトレアキッズルーム
■受入時間　午前８時～午後６時（日曜日、祝日、年
　末年始を除く）　
■対生後２か月～小学６年生
■費１日2,000円（給食が必要な場合は別途1食300円）
■他同院の電話受付の時間は午前 8時～午後５時30分
　（木曜・土曜日の午後、日曜日、祝日は除く）です

■対
4
月
１
日
以
降
に
妊
娠
届
を
提
出
す
る
方

■問
健
康
課
☎
内
線
３
７
２
ま
た
は
各
地
域

庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
妊
娠
届
提
出
の

際
に
受
診
票
を
交
付
し
ま
す

Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
（
小
児
）

が
定
期
予
防
接
種
と
な
り
ま
す

　

10
月
か
ら
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
（
小
児
）

を
定
期
予
防
接
種
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

■対
平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
る
子

供　

■問
健
康
課
☎
内
線
３
７
３　

■他
対
象

者
に
は
９
月
中
に
案
内
を
送
付
し
ま
す　

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

の
定
期
接
種　

■対
こ
の
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た
こ
と
が
な
く
、

今
年
度
中
に
65
歳
、
70
歳
、
75
歳
、
80
歳
、

85
歳
、
90
歳
、
95
歳
、
１
０
０
歳
に
な
る
方

（
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心
臓
、
腎
臓
、

呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
に
障
害
が
あ
る
方

〈
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〉
も
対
象
）　

■
助

成
額　

４
、
０
０
０
円　

■問
健
康
課
☎
内

線
３
７
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課

へ　

■他
対
象
者
に
は
予
診
票
を
送
付
し
ま
す
。

生
活
保
護
世
帯
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

に
は
減
免
制
度
あ
り
（
事
前
申
請
必
要
）

平
日
は
忙
し
く
て
時
間
が
取
れ
な
い
方
等
に 

日
曜
日
が
ん
検
診

■日
①
５
月
29
日
○日
、
②
７
月
３
日
○日
、
③
９

月
４
日
○日
午
前
７
時
30
分
～
９
時　

■場
荘
内

地
区
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー　

■対
本
市
に
住
民

登
録
が
あ
る
40
歳
以
上
の
方
で
職
場
の
が
ん

検
診
が
な
い
方
各
日
先
着
20
人　

■内
胃
が

ん
・
大
腸
が
ん
・
肺
が
ん
検
診
（
原
則
全
て

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ
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用
タ
ク
シ
ー
の
利
用
が
不
可
欠
な
方　

■内
医

療
機
関
へ
の
通
院
や
入
退
院
の
た
め
、
リ
フ

ト
付
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合
に
、
１
枚

当
た
り
初
乗
り
運
賃
相
当
額
の
サ
ー
ビ
ス
券

を
月
４
枚
、
年
間
48
枚
を
限
度
に
交
付　

■持

印
鑑　

■申
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本

所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

認
知
症
高
齢
者
等 

見
守
り
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
が
外
出
す
る

と
き
や
介
護
疲
れ
で
休
息
し
た
い
と
き
等
に
、

見
守
り
支
援
員
が
訪
問
し
、
認
知
症
高
齢
者

等
の
見
守
り
や
話
し
相
手
等
を
し
ま
す
。

■対
市
内
在
住
の
認
知
症
高
齢
者
等
（
65
歳
以

上
の
方
ま
た
は
40
歳
～
64
歳
の
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
方
）
で
日
常
生
活
自
立
度
が

Ⅱ
ａ
以
上
の
方　

■時
１
か
月
当
た
り
80
時
間

ま
で　

■費
１
時
間
２
０
０
円
（
生
活
保
護
世

帯
は
無
料
。
利
用
料
は
利
用
時
間
帯
に
よ
っ

て
割
増
し
に
な
り
ま
す
）　

■申
各
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
・
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、

本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
３
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
事
前
に
担
当

の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

障
害
者
手
帳
の
交
付

　

障
害
の
内
容
、
程
度
に
応
じ
て
各
手
帳
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
交
付
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
身
体
障
害
者
手
帳　

■対
手
・
足
・
目
・
耳
・

言
語
・
そ
し
ゃ
く
機
能
・
心
臓
・
腎
臓
・
呼

吸
器
・
ぼ
う
こ
う
・
小
腸
・
直
腸
・
肝
臓
・

免
疫
等
の
身
体
機
能
に
障
害
が
あ
る
方

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

ま
すは

り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

等
施
術
費
の
一
部
助
成

■対
満
70
歳
以
上
の
方　

■内
市
と
協
定
し
て
い

る
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
等
か

ら
受
け
た
施
術
１
回
に
つ
き
１
、
０
０
０
円

の
助
成
券
を
交
付
（
年
６
枚
、
10
月
以
降

の
申
請
に
つ
い
て
は
年
３
枚
）　

■持
年
齢
を

証
明
で
き
る
も
の
（
保
険
証
・
免
許
証
等
）、

印
鑑　

■申
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
３

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
鶴

岡
地
域
で
は
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
で
も
受
け
付
け
ま
す
（
学
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
を
除
く
）

日
常
生
活
用
具
を
給
付
し
ま
す

▼
火
災
警
報
機
・
自
動
消
火
器　

■対
65
歳
以

上
で
市
民
税
非
課
税
の
、
避
難
が
著
し
く
困

難
な
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等
（
要
介
護
２

以
上
ま
た
は
認
知
症
自
立
度
Ⅱ
а
以
上
）

▼
電
磁
調
理
器　

■対
65
歳
以
上
で
市
民
税
非

課
税
の
、
心
身
機
能
の
低
下
に
伴
い
防
火
等

の
配
慮
が
必
要
な
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等

（
要
支
援
２
以
上
）

▼
共
通　

■持
印
鑑　

■申
各
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
、
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
３

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

リ
フ
ト
付
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す

る
方
へ
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

■対
市
内
在
住
の
、
65
歳
以
上
で
市
民
税
非
課

税
の
方
ま
た
は
40
歳
～
64
歳
で
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
市
民
税
非
課
税
の
方
で
、
通

院
等
の
際
に
車
椅
子
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
専

受
診
）　

■費
１
、
７
０
０
円　

■申
①
４
月
18

日
○月
ま
で
、
②
５
月
23
日
○月
ま
で
、
③
７
月

25
日
○月
ま
で
、
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎

内
線
３
６
６
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉

課
へ　

■他
生
活
保
護
世
帯
、
市
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
に
は
減
免
制
度
あ
り
（
事
前
申
請

必
要
）	

福
祉

高
齢
者
向
け
給
付
金
（
年
金
生
活
者
等
支

援
臨
時
福
祉
給
付
金
）
を
支
給
し
ま
す

■対
平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
対

象
者
（
昨
年
１
月
１
日
現
在
、
本
市
に
住
民

登
録
の
あ
っ
た
方
で
、
27
年
度
市
民
税
〈
均

等
割
〉
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
〈
市
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

方
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
等
を
除

く
〉）
で
、
来
年
３
月
末
ま
で
に
65
歳
以
上

と
な
る
方　

■
支
給
額　

支
給
対
象
者
１

人
に
つ
き
３
万
円　

■
支
給
時
期　

６
月

以
降　

■
申
請
期
間　

４
月
25
日
○月
～
７

月
25
日
○月　

■
申
請
方
法　

４
月
下
旬
に
、

仮
判
定
で
支
給
対
象
と
な
っ
た
方
へ
申
請
書

を
郵
送
し
ま
す
。
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
入

れ
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い　

■
給
付
金
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い　

市
や
厚
生
労
働

省
の
職
員
が
、
銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
の
現
金
自
動
預
け
払
い
機
の
操
作
や

手
数
料
の
振
り
込
み
等
を
お
願
い
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん　

■問
本
所
臨
時
福
祉
給
付
金

事
務
室
☎
25
‐
２
２
９
０
ま
た
は
各
地
域

庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
27
年
度
臨
時
福
祉

給
付
金
を
本
市
以
外
の
市
区
町
村
か
ら
支
給

さ
れ
た
方
に
は
、
そ
の
市
区
町
村
が
支
給
し

▼
療
育
手
帳　

■対
発
達
期
に
知
的
機
能
の
障

害
が
み
ら
れ
、
日
常
生
活
に
制
限
の
あ
る
方

▼
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳　

■対
精
神
の

疾
患
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
制
限
の
あ
る
方

▼
共
通　

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
６
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
既
に

手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、
手
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
る
住
所
と
現
住
所
が
異
な
る
方
は
「
居

住
地
変
更
届
」
が
必
要
で
す
。
手
帳
と
印
鑑
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

を
お
持
ち
の
上
、
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い

年
金
・
医
療

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
平
成
28
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
が
変
更

さ
れ
ま
し
た　

４
月
分
以
降
の
保
険
料
は
月

額
１
万
６
、
２
６
０
円
で
す
（
年
間
保
険
料

は
19
万
５
、
１
２
０
円
）

▼
保
険
料
の
前
納
制
度
に
つ
い
て　

保
険
料

１
年
分
を
一
括
で
５
月
２
日
○月
ま
で
に
納
付

す
る
と
割
引
に
な
り
ま
す
。
納
付
書
で
納
付

す
る
場
合
の
納
付
額
は
19
万
１
、
６
６
０
円

（
３
、
４
６
０
円
割
引
）、
口
座
振
替
で
納
付

す
る
場
合
の
納
付
額
は
19
万
１
、
０
３
０
円

（
４
、
０
９
０
円
割
引
）
で
す
（
６
か
月
分

の
前
納
も
で
き
ま
す
）

▼
当
月
口
座
振
替
（
早
割
制
度
）
も
お
得
で

す　

そ
の
月
の
保
険
料
を
そ
の
月
の
末
日
に

口
座
振
替
で
納
付
す
る
と
、
月
額
50
円
割
引

さ
れ
、
保
険
料
は
１
万
６
、
２
１
０
円
に
な

り
ま
す
。
な
お
、
前
納
・
早
割
制
度
を
利
用

し
た
方
が
、
会
社
等
に
勤
め
た
場
合
や
、
死

亡
し
た
場
合
等
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
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浄
化
槽
を
設
置
・
交
換
す
る

方
へ

▼
合
併
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方
へ
の
補
助　

今
年
度
、
鶴
岡
地
域
、
羽
黒
地
域
の
対
象
区

域
に
お
い
て
、
合
併
浄
化
槽
（
５
人
槽
～
10

人
槽
）
を
設
置
す
る
方
に
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。
そ
の
他
の
地
域
の
対
象
区
域
に
つ
い

て
は
、
本
市
が
設
置
し
ま
す

▼
合
併
浄
化
槽
に
交
換
す
る
方
へ
の
補
助

対
象
区
域
に
お
い
て
、
単
独
浄
化
槽
・
汲く

み

取
り
便
槽
を
合
併
浄
化
槽
に
交
換
（
新
築
・

建
替
え
は
対
象
外
）
す
る
方
に
、
山
形
県
浄

化
槽
整
備
促
進
事
業
に
基
づ
く
補
助
金
を
交

付
し
ま
す

▼
排
水
設
備
工
事
を
行
う
方
へ
の
補
助　

対

象
区
域
に
お
い
て
、
合
併
浄
化
槽
を
設
置
す

る
に
当
た
り
、
排
水
設
備
工
事
（
既
設
の
汲

み
取
り
便
所
の
改
造
ま
た
は
既
設
の
単
独
浄

化
槽
の
廃
止
を
伴
う
も
の
に
限
る
）
を
行
う

方
に
補
助
金
の
交
付
ま
た
は
融
資
あ
っ
せ
ん

及
び
利
子
補
給
金
の
交
付
を
行
い
ま
す

▼
共
通　

■
対
象
区
域　

公
共
下
水
道
・

農
業
集
落
排
水
・
漁
業
集
落
排
水
処
理
計
画

区
域
を
除
く
区
域　

■申
上
下
水
道
部
下
水
道

課
☎
25
‐
５
８
６
０　

■他
い
ず
れ
も
予
算
の

上
限
に
達
し
次
第
終
了
し
ま
す

そ
の
他

鶴
岡
市
交
通
災
害
共
済
の　

請
求
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

昨
年
３
月
31
日
ま
で
の
交
通
事
故
に
対
し

て
、
見
舞
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■対
平
成
26
年
度
同
共
済
に
加
入
し
た
方　

■

資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
資
格
を
喪
失
し

た
月
以
降
の
保
険
料
が
還
付
さ
れ
ま
す

■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
１
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

助
成
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す　
　

特
定
不
妊
治
療
へ
の
助
成

　

本
市
で
は
山
形
県
の
治
療
費
助
成
を
受
け

る
方
に
対
し
、
治
療
費
の
一
部
を
県
の
助
成

額
に
上
乗
せ
し
て
助
成
し
ま
す
。
今
年
度
か

ら
、
初
回
の
申
請
に
限
り
助
成
額
の
上
限
は

15
万
円
で
す
。
男
性
の
不
妊
治
療
費
へ
の
助

成
も
あ
り
ま
す
。

■問
健
康
課
☎
内
線
３
７
３　

税
・
生
活

確
定
申
告
や
市
・
県
民
税
申

告
が
お
済
み
で
な
い
方
へ

　

申
告
が
済
ん
で
い
な
い
と
、
所
得
・
課
税

証
明
書
を
発
行
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
が
必
要
な
方
は
税
務
署
へ
、
市
・

県
民
税
申
告
が
必
要
な
方
は
本
所
課
税
課
へ

速
や
か
に
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
既
に
確
定
申
告
を
し
た
方
で
、
計

算
違
い
や
所
得
・
控
除
の
追
加
が
あ
る
方
は
、

税
務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■問
確
定
申
告
…
鶴
岡
税
務
署
☎
22
‐
１
４
０

１　

市
・
県
民
税
申
告
…
本
所
課
税
課
☎
内

線
２
０
１

固
定
資
産
税
の
縦
覧
制
度
・

閲
覧
制
度

▼
縦
覧
制
度　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
は
、
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自
己
所
有
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
等
と
他
の

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
を
比
較
で
き
る
よ
う

に
、
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
及
び
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す　

■対

納
税
者
、
納
税
者
の
代
理
人
、
納
税
者
と
同

一
世
帯
の
家
族

▼
閲
覧
制
度　

納
税
義
務
者
は
、
固
定
資
産

課
税
台
帳
（
名
寄
帳
）
を
閲
覧
し
、
自
己
の

資
産
に
つ
い
て
登
録
さ
れ
た
内
容
を
確
認
で

き
ま
す
。
借
地
人
・
借
家
人
も
借
用
物
件
に

つ
い
て
確
認
で
き
ま
す　

■対
納
税
義
務
者
、

納
税
義
務
者
と
同
一
世
帯
の
家
族
、
納
税
管

理
人
、
借
地
人
・
借
家
人
、
こ
れ
ら
の
代
理

人
等

▼
共
通　

■日
４
月
１
日
○金
～
５
月
31
日
○火　
　

■場
本
所
課
税
課
及
び
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉

課　

■費
無
料
（
課
税
台
帳
の
写
し
の
交
付
は

有
料
）　

■持
免
許
証
等
（
代
理
人
は
委
任
状
、

借
地
人
・
借
家
人
は
契
約
書
等
が
必
要
）　

■問
本
所
課
税
課
☎
内
線
２
０
７

町
内
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

町
内
会
（
自
治
会
・
住
民
会
等
）
は
、
同

じ
地
域
に
住
む
人
た
ち
が
助
け
合
い
、安
全
・

安
心
で
明
る
く
住
み
よ
い
地
域
を
維
持
し
て

い
く
た
め
の
大
切
な
組
織
で
、
各
種
自
治
活

動
の
ほ
か
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
防
犯
灯

の
管
理
及
び
広
報
の
配
付
等
も
行
っ
て
い
ま

す
。

　

加
入
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
、
お
住
ま
い

の
町
内
会
等
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
連
絡
先
な
ど
が
不
明
な
場
合
は
、
本

所
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課
☎
内
線
１
２
０
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
総
務
企
画
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

請
求
期
間　

事
故
発
生
日
か
ら
18
か
月
以

内　

■申
本
所
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課
☎
内
線

１
６
８
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
総
務
企
画
課
へ

「
支
え
る
、育
て
る
、高
め
る
」未
来
に
つ
な
ぐ
芸
術
文
化
の
拠
点

文
化
会
館
改
築
工
事
現
場
見
学
会

■日
４
月
29
日
○金
午
後
１
時
・
２
時
30
分
（
市

役
所
本
所
集
合
）　

■対
市
内
に
在
住
ま
た
は

通
勤
・
通
学
し
て
い
る
小
学
４
年
生
以
上

の
方
各
回
先
着
30
人
（
中
学
生
以
下
は
保

護
者
同
伴
）　

■内
工
事
概
要
・
進
捗
状
況
の

説
明
と
現
場
見
学　

■持
中
学
生
以
下
は
帽

子
等
（
貸
与
用
の
ヘ

ル
メ
ッ
ト
〈
大
人
用

サ
イ
ズ
〉
の
下
に
着

用
）　

■申
４
月
４
日

○月
～
25
日
○月
に
社
会

教
育
課（
櫛
引
庁
舎
）

☎
57
‐
４
８
６
７
へ　

■他
雨
天
決
行

募
集
し
ま
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
岡
い
き
い
き
ま
ち
づ
く
り
事
業（
前
期
）

■対
市
内
の
団
体
が
主
体
的
に
行
う
、
豊
か
な

自
然
、
歴
史
、
文
化
等
の
地
域
資
源
を
活
用

し
、
新
た
な
活
力
を
生
み
出
す
地
域
づ
く
り

事
業　

■
補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の

3
分
の
2
以
内
（
上
限
は
20
万
円
か
50
万

円
〈
特
別
枠
〉
の
ど
ち
ら
か
）　

■申
４
月
20

日
○水
ま
で
補
助
金
交
付
要
望
書
を
本
所
地
域

振
興
課
☎
内
線
５
８
５
ま
た
は
各
地
域
庁
舎

総
務
企
画
課
へ

農
林
水
産
業
の
６
次
産
業
化
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か

６
次
産
業
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
推
進
事
業

■対
市
内
在
住
の
農
林
漁
業
者
ま
た
は
農
林
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漁
業
者
の
団
体
が
行
う
、
農
林
水
産
物
の

加
工
・
販
売
や
農
業
体
験
等
６
次
産
業
化

に
つ
な
が
る
先
進
的
な
取
り
組
み　

■
補

助
金
額　

事
業
費
の
３
分
の
２
以
内
（
上

限
は
個
人
20
万
円
、
団
体
30
万
円
）　

■申
４

月
25
日
○月
ま
で
本
所
農
政
企
画
室
☎
内
線
５

８
８
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
課
へ　

■他

市
HP農

商
工
観
連
携
・
６
次
産
業
化
相

談
窓
口
等
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

本
市
で
は
、
市
内
農
林
漁
業
者
・
商
工
業

者
等
で
農
商
工
観
連
携
及
び
６
次
産
業
化
に

取
り
組
む
意
欲
あ
る
方
々
の
相
談
に
応
じ
サ

ポ
ー
ト
す
る
た
め
、「
食
文
化
創
造
都
市
・

鶴
岡　

農
商
工
観
連
携
・
６
次
産
業
化
相
談

窓
口
」
を
本
所
農
政
企
画
室
・
商
工
課
、
各

地
域
庁
舎
産
業
課
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
農
政
企
画
室
内
つ
る
お
か
農
商
工
観

連
携
総
合
推
進
協
議
会
☎
内
線
５
８
８
、
本

所
商
工
課
☎
５
９
１
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産

業
課
へ　

■他
６
次
産
業
化
関
連
施
策
等
の

情
報
を
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
、
農
業

者
向
け
の
研
修
会
等
の
情
報
を
配
信
す
る

「
つ
る
お
か
・
ア
グ
リ
メ
ー
ル
」（
配
信
登
録

は
随
時
募
集
）
は
市
HP

「
緑
の
募
金
」
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

　

５
月
４
日
○水
の
祝
日
「
み
ど
り
の
日
」
は
、

国
民
が
自
然
に
親
し
む
と
と
も
に
、
そ
の
恩

恵
に
感
謝
し
豊
か
な
心
を
育
む
日
で
す
。
４

月
15
日
○金
～
５
月
14
日
○土
は
「
み
ど
り
の
月

間
」
と
し
て
、
全
国
で
「
緑
の
募
金
」
活
動

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の
募
金
は
、
森
づ
く

り
や
街
の
緑
づ
く
り
、
学
校
の
緑
化
活
動
等

に
有
効
に
活
用
さ
れ
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
緑
化

事
業
を
行
う
団
体
へ
の
交
付
金
制
度
に
よ
る

助
成
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
内
線
５
５
９
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
課
へ

松
く
い
虫
防
除
を
実
施
し
ま
す

　

庄
内
海
岸
林
の
松
枯
れ
被
害
を
防
止
す
る

た
め
、
下
川
地
区
と
湯
野
浜
地
区
で
松
く
い

虫
の
防
除
作
業
を
実
施
し
ま
す
。
森
林
所
有

者
及
び
周
辺
住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■日
・
■内
４
月
下
旬
～
６
月
中
旬
…
被
害
木

伐
採　

６
月
上
旬
～
７
月
上
旬
…
薬
剤
散
布　

■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
内
線
５
５
９

春
の
交
通
安
全
県
民
運
動
が

実
施
さ
れ
ま
す

　

４
月
６
日
○水
～
15
日
○金
の
10
日
間
、「
子

ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
」
等
を

重
点
と
し
て
、「
春
の
交
通
安
全
県
民
運
動
」

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

春
は
歩
行
者
や
自
転
車
利
用
者
の
行
動
が

活
発
に
な
り
、
自
動
車
の
交
通
量
も
増
加
し

ま
す
。「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
安
全
確
認
」

を
心
掛
け
、
特
に
子
供
や
高
齢
者
に
対
し
て

思
い
や
り
の
あ
る
運
転
で
交
通
事
故
防
止
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１
６
３

「
無
防
備
な 

心
に
火
災
が 

か
く
れ
ん
ぼ
」 

春
の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す

　

４
月
９
日
○土
～
22
日
○金
の
２
週
間
、「
住

宅
防
火
対
策
の
推
進
」
等
を
重
点
目
標
に
掲

げ
「
春
の
火
災
予
防
運
動
」
を
実
施
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
期
、
空
気
が
乾
燥
し
火
災
が

発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が

火
災
予
防
に
対
す
る
意
識
を
持
ち
、
安
全
で

安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
を
目
指
し
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
９
日
午
前
10
時
に
消
防
本
部

マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
て
ん
じ
ん
く

ん
」
が
加
茂
水
族

館
で
火
災
予
防
啓

発
を
行
い
ま
す
。

■問
消
防
本
部
予
防

課
☎
22
‐
８
３
３

２　

■他
市
HP

「
誓
い
ま
す 

森
の
安
全 

火
の
始
末
」　　
　

山
火
事
注
意
！ 

多
発
時
期
で
す

　

山
火
事
の
原
因
の
多
く
は
、
た
き
火
・
タ

バ
コ
・
火
入
れ
の
不
始
末
で
す
。
行
楽
や
山

菜
採
り
で
山
林
に
入
る
と
き
は
、
火
の
取
扱

い
に
十
分
注
意
し
、
山
火
事
に
よ
る
山
林
の

損
失
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
山
林
へ
の

火
入
れ
は
許
可
が
必
要
で
す
。
実
施
予
定
日

の
７
日
前
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■申
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
内
線
５
５
９
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
課
へ

野
焼
き
は
法
律
で 

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

野
焼
き
と
は
、
廃
棄
物
等
を
屋
外
で
燃
や

す
行
為
で
、
焼
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
量

の
煙
や
臭
い
が
発
生
し
、
近
隣
の
生
活
環
境

に
支
障
を
来
し
ま
す
。
違
法
に
焼
却
す
る
と

懲
役
ま
た
は
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

ド
ラ
ム
缶
や
ブ
ロ
ッ
ク
囲
い
で
の
焼
却
、

基
準
に
合
わ
な
い
焼
却
炉
の
使
用
も
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

野
焼
き
を
見
掛
け
た
場
合
は
本
所
環
境
課

☎
内
線
７
１
９
ま
た
は
消
防
本
部
通
信
指
令

課
☎
22
‐
８
３
２
１
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

農
作
業
中
の
事
故
に　
　
　

注
意
し
ま
し
ょ
う

　

毎
年
、
農
作
業
中
の
事
故
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
次
の
こ
と
に
留
意
し
、
安
全
な
作
業

を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
万
一
に
備
え
、

労
災
保
険
や
任
意
保
険
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

▽
作
業
前
に
安
全
確
認
、
環
境
整
備
を　

▽

作
業
に
適
し
た
服
装
で　

▽
点
検
整
備
は

エ
ン
ジ
ン
を
止
め
て　

▽
計
画
的
な
作
業
で
、

適
度
な
休
憩
を

■問
本
所
農
政
課
☎
内
線
５
７
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
産
業
課
へ

春
の
山
菜
採
り
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ま
す

山
菜
採
り
の
事
故
に
注
意
!!

　

出
掛
け
る
前
に
次
の
こ
と
を
確
認
し
、
遭

難
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▽
１
人
で
出
掛
け
な
い　

▽
行
き
先
や
帰
る

時
間
を
家
族
に
知
ら
せ
て
出
発
す
る　

▽
携

帯
電
話
等
の
通
信
手
段
を
確
保
す
る　

▽
道

に
迷
っ
た
ら
む
や
み
に
動
き
回
ら
な
い　

▽

早
く
出
掛
け
て
早
く
帰
る

　

ま
た
、
ダ
ニ
を
媒
介
と
す
る
感
染
症
ウ
イ

ル
ス
へ
の
対
策
と
し
て
、
山
に
入
る
際
は
長

袖
を
着
用
す
る
な
ど
肌
を
露
出
し
な
い
服
装

を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１
９
９

ヒ
ナ
を
拾
わ
な
い
で
く
だ
さ
い

　

春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
巣
立
ち
し
て
間
も



11 広報つるおか　2016 . 4 ■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

な
い
幼
鳥
を
見
掛
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

親
鳥
が
近
く
に
い
る
た
め
、
救
護
を
し
な
い

で
そ
の
ま
ま
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。
巣
か
ら

落
ち
た
ヒ
ナ
も
同
様
で
す
。

■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
内
線
５
５
９
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
課
へ

狂
犬
病
予
防
注
射
は
毎
年
春（
４

月
～
６
月
）に
受
け
ま
し
ょ
う

　

飼
い
主
に
は
、
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防

注
射
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
４
月
・
５
月
に
全
地
域
で
集
合
注
射
会
場

を
設
け
ま
す
（
注
射
料
金
３
、
２
０
０
円
）

登
録
済
み
の
方
に
は
３
月
末
に
案
内
ハ
ガ
キ

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
日
時
・
会
場
等
は
案

内
ハ
ガ
キ
・
市
HP
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
（
都

合
に
合
わ
せ
て
ど
の
日
時
・
会
場
で
も
注
射

連休期間中のごみ収集
■問廃棄物対策課☎内線677または各地域庁舎市民福祉課へ

生活・環境

４月29日○金 …通常収集します

５月３日○火 ・４日○水 ・５日○木 …収集しません

■問本所納税課☎内線219

税　金

　今年度から、軽自動車税のほかに市・県民税（普通
徴収）、固定資産税、国民健康保険税もコンビニエン
スストアで納付できます。市役所の閉庁日や金融機関
等の営業時間外でも、提携している全国のコンビニエ
ンスストアで納付できるので大変便利です。
　ただし、下記の納付書は取扱いできませんのでご留
意ください。
・金額が訂正されているもの
・有効期限が過ぎているもの
・バーコードが印字されていないもの
・バーコードが読み取れないもの
・１通で金額が30万円を超えるもの

■連休期間中のごみ収集

を
受
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）

▼
犬
を
飼
う
場
合
は
市
へ
の
登
録
が
必
要
で

す
（
新
規
登
録
料
金
３
、
０
０
０
円
）　

注

射
会
場
で
も
新
規
登
録
や
登
録
事
項
の
変
更

手
続
き
が
で
き
ま
す
。
他
市
町
村
か
ら
転
入

し
た
方
は
、
前
所
在
地
で
の
鑑
札
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
（
な
く
し
た
方
は
別
途
１
、
６
０

０
円
が
必
要
）

▼
狂
犬
病
予
防
注
射
・
新
規
登
録
は
動
物
病

院
で
も
行
え
ま
す　

案
内
ハ
ガ
キ
を
お
持
ち

の
上
、
個
別
に
お
受
け
く
だ
さ
い
（
料
金
は

各
動
物
病
院
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

▼
共
通　

■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内

線
３
６
２
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課

へ　

■他
犬
を
制
御
で
き
る
方
が
リ
ー
ド
等
で

つ
な
ぎ
、
ふ
ん
尿
の
後
始
末
が
で
き
る
よ
う

準
備
を
し
て
お
い
で
く
だ
さ
い

紙
お
む
つ
等
購
入
費
助
成
事
業
で
紙
お
む

つ
を
配
達
す
る
事
業
所
を
募
集
し
ま
す

■
募
集
要
件　

▽
鶴
岡
市
競
争
入
札
参
加
資

格
を
有
し
所
在
区
分
が
市
内
ま
た
は
準
市
内

で
あ
る
こ
と　

▽
紙
お
む
つ
等
排
せ
つ
関
連

用
品
を
取
り
扱
っ
て
い
る
事
業
所
で
あ
る
こ

と
（
紙
お
む
つ
と
尿
と
り
パ
ッ
ド
の
取
扱
い

は
必
須
）　

▽
市
内
一
円
に
配
達
可
能
で
あ

る
こ
と　

■
業
務
開
始　

９
月
配
達
分
か
ら　

■申
５
月
13
日
○金
ま
で
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内

線
１
９
３
へ

鶴
岡
市
大
山
工
業
団
地
分
譲

の
お
知
ら
せ

■
分
譲
価
格　

１
㎡
当
た
り
１
万
５
、８
０

０
円
～
１
万
６
、７
０
０
円　

■
助
成
制
度　

　本市では、事前に登録した子供会、町内会等の団体に
対し、回収量に応じて報奨金を交付しています。
　回収品目の「古紙類」には、新聞、雑誌、ダンボール
などのほか、「雑がみ」として、ティッシュペーパー・
お菓子などの箱、トイレットペーパー・ラップの芯など
が含まれます。ごみの減量と貴重な資源のリサイクルに
ご協力をお願いします。

◆資源回収運動に参加しましょう

　ごみステーションは各町内会で費用を負担し、設置・
管理しています。ごみは所属する町内会のごみステー
ションに、指定された時間までに出してください。他
の町内には出せません。

◆ごみは決められたごみステーションに

消防署北分署
■問消防本部総務課☎22‐8330

移転しました

　消防署駅前分署は３月25日に移転し、名称を消防署北
分署と変更して業務を開始しています。

　　■新所在地

２
、
０
０
０
㎡
以
上
を
取
得
し
た
場
合
、

取
得
価
格
の
２
分
の
１
（
上
限
３
億
円
）　

■問
鶴
岡
市
開
発
公
社
☎
22
‐
９
０
６
９
ま

た
は
本
所
商
工
課
☎
内
線
５
９
３
へ

県
道
湯
田
川
大
山
線

①1,642㎡　②852㎡
③１万4,143㎡　④1万1,462㎡
⑤6万6,547㎡　⑥２万5,134㎡
⑦２万5,201㎡…埋蔵文化財の調査中

至国道7号

羽前大山駅

①

②

④

⑤

③

⑥ ⑦

大
山
川

市・県民税（普通徴収）、固定資産税、国民健康保険税も

コンビニエンスストアで納付できます

〒997‐0013 
市内道形町12‐17 
☎22‐2131
（電話番号は変更ありません）


